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第１章 計画の概要 

１．策定の背景 

（１）府中市文化芸術推進計画の策定背景 

府中市は昭和 29 年に府中町、多磨村、西府村の 1町 2村が合併し誕生しまし

た。市制施行により行財政の基盤が確立され、昭和 30年代後半からの高度経済

成長による市民生活の飛躍的な向上や人口の急増により、市民の文化芸術活動

が大きく発展しました。昭和 40年代後半からは、文化センターを皮切りに、地

域の文化芸術活動の拠点となる施設の整備を進め、郷土の森博物館、府中の森芸

術劇場、府中市美術館などの文化施設を建設しました。いまや府中市は多摩地区

における文化芸術の拠点となる地域の一つとなっています。 

 

府中市では、平成 13年の文化芸術振興基本法の制定に伴い、文化芸術振興の

考え方や方向性を示すとともに、府中市らしい文化都市の形成を目指すため、平

成 20年度から平成 29年度までの 10年間を計画期間とする府中市文化振興計画

を策定しました。その後、文化芸術の振興にとどまらず、文化芸術により生み出

される様々な価値を観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各

関連分野における施策と有機的に連携することで、文化芸術の継承、発展及び創

造に活用しようとする文化芸術基本法改正の趣旨を踏まえ、平成 30年度から令

和 7 年度までの 8 年間を計画期間とする「府中市文化芸術推進計画」を策定し

ました。市民一人ひとりが郷土に愛着を持ちながら、豊かな社会生活を送ること

ができるように、誰もが文化芸術にアクセスしやすい環境づくり、担い手の育成、

府中ならではの地域文化の保存・継承、文化芸術を通じた交流促進などの文化芸

術に関する施策を進めてきました。 

しかし、価値観の多様化、少子高齢化の進行、外国人居住者の増加、そして新

型コロナウイルス感染症という社会経験など、文化芸術を取り巻く環境が変化

しており、環境の変化に応じた柔軟な対応が求められています。また、文化芸術

を鑑賞・保存するものとしてだけでなく、コミュニティの形成や地域課題の解決、

共生社会の実現、市民のアイデンティティの形成、シビックプライド1の醸成、

そしてウェルビーイング2（幸福・充足感）の向上につなげていく視点が求めら

れます。 

 

府中市では、令和４年に「第７次府中市総合計画」を策定し、「人と人とのつ

ながりを紡いで“きずな”という力にして」「未来を拓く強い意志で何事にも取

り組み」「誰もが心ゆたかに日々の生活を送ることができるまち」を目指して、

『きずなを紡ぎ 未来を拓く 心ゆたかに暮らせるまち 府中』を都市像とし

て掲げています。 

 

このような背景を踏まえ、時代の変化に応じた新たな視点を盛り込み、市民と

共に文化芸術を育み、まちの魅力と活力を高めていくため、本計画を策定します。 

 
1 シビックプライド：まちに対する誇り、愛着及び共感を持ち、まちのために自ら関わっていこうとする気持ちのこと 
2 ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良好な状態を表す概念のこと 
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（２）文化芸術を取り巻く動向 

【社会潮流】 

近年、文化芸術を取り巻く環境は大きく変化しています。社会全体としては、

ポストコロナの時代に入り、私たちの暮らし方や価値観にも変化が見られるよ

うになりました。また、少子高齢化の進行や、価値観の多様化、共生社会の実現

に向けた取組の必要性が高まっており、文化芸術の分野においても、誰もが参加

しやすく、互いを尊重し合える環境づくりが求められています。 

また、情報通信技術の活用が広がり、オンラインによる鑑賞や発信など、文化

芸術の楽しみ方や届け方にも多様な手法が取り入れられるようになっています。

多様な文化芸術の記憶を正確に残し、世代や地域を超えて共有するため、デジタ

ルアーカイブ3を整備する事例も増えています。 

さらに、気候変動や自然災害が頻発する中で、文化芸術が人々に安心や希望を

もたらす存在として、地域社会のレジリエンス4を高める役割も注目されていま

す。誰一人取り残さない持続可能な社会を目指す世界共通の目標である SDGsの

実現においても、文化芸術は人々の共感や対話を生み、社会の多様性や包摂性を

育む力としてその実現に貢献するものです。 

 

【国の動向（法制度）】 

国においては、「文化芸術基本法」の改正や「文化芸術推進基本計画」の策定

が行われ、文化芸術の振興に向けた施策が強化されています。また、「障害者に

よる文化芸術活動の推進に関する法律」の制定や、それに基づく基本的な計画の

策定により、すべての人が文化芸術に触れ、表現することができる社会づくりが

進められています。加えて、「文化財保護法」や「博物館法」の改正など、地域

振興・観光振興にも目を向けた文化資源の保存・活用に関する法制度の見直しも

行われています。 

 

【東京都の動向（戦略・計画）】 

東京都においても、「東京文化ビジョン」や「東京文化戦略 2030」に基づくこ

れまでの取組に加えて、東京 2020 大会の文化プログラムのレガシーをデフリン

ピックなどにつなげる新たな取組を通じて、多様性や創造性を活かした文化の

力による都市の魅力向上や、文化による地域課題の解決に向けた取組が進めら

れています。 

 

 

このような社会・制度の動向を踏まえながら、府中市において、文化芸術が市

民一人ひとりの生活に身近であり続け、多様な人々がつながり、未来につながる

文化芸術の価値を共に育んでいけるよう、取組を進めていくことが求められて

います。 

 

  

 
3 デジタルアーカイブ：様々なデジタル情報資源を収集・保存・提供する仕組みの総体のこと 
4 レジリエンス：復元力、回復力、弾力などと訳される言葉で、「困難な状況にもかかわらず、しなやかに適応して生き

延びる力」という意味でも使われる 
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（３）前計画の到達点と課題 

前計画で定めた 4つの基本施策に基づき、施策・事業を進める中で、以下の到

達点や課題が明らかとなっています。 

〇府中市では、豊富な文化施設を活用し、文化芸術の鑑賞や体験をしやすい機

会を更に提供するとともに、積極的に情報発信を行ってきましたが、活動主

体同士の連携が少ないことが課題となっています。引き続き、市民誰もが鑑

賞・体験・・活動しやすい機会の提供を拡充するとともに、連携するきっかけ

作りを意識した施策を検討する必要があります。 

〇一部の伝統芸能においては若い世代の担い手も増えているものの、活動の

勢いが衰えている団体もあります。さらに、府中市にゆかりのある様々なジ

ャンルのアーティストを発掘し、育成・支援するための環境づくりを推進し

ていく必要があります。 

〇市では、歴史的文化遺産を将来にわたり引き継いでいくため、適切な保存や

社会教育等に努めてきました。引き続きこれらの取組を行うとともに、文化

資源の更なる活用を通じて府中市の文化の市内外への普及を図り、魅力あ

る空間の創出・街のにぎわいにつなげていきます。 

〇事業の実施方法や情報発信の工夫を重ねることで、様々な人々が交流でき

る機会を提供し、お互いの文化や価値観を尊重する意識の醸成にも取り組

んでいます。 
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２．策定の目的 

府中市では、平成 30年に策定しました府中市文化芸術推進計画の計画期間が、

令和 7 年度末をもって終了することから、文化行政をめぐる環境の変化に対応

しつつ、引き続き、府中市の文化芸術に関する施策を効率的、効果的かつ計画的

に推進するため、府中市文化芸術推進計画を策定するものです。 

 

３．計画の位置付け 

第７次府中市総合計画を上位計画とし、当該計画の文化芸術分野の施策を具体

的に定めるとともに、個別計画として策定されている観光・景観・教育など他の

分野別計画との整合を図りながら、市の実情に即した指針として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の期間 

本計画の計画期間は、令和 8年度から令和 15年度までの 8年間とします。 

 4 

年度 

5 

年度 

6 

年度 

7 

年度 

8 

年度 

9 

年度 

10 

年度 

11 

年度 

12 

年度 

13 

年度 

14 

年度 

15 

年度 

総合計画             

文化芸術推進計画             

  

第 7 次府中市総合計画 

（令和 4 年度～令和 11 年度） 

第２次府中市文化芸術推進計画（令和 8～15 年度） 
府中市文化芸術推進計画 

（平成 30～令和 7 年度）

府中市文化芸術推

進計画（令和 8～15 年

度） 

 

第 7 次府中市総合計画（令和４～11 年度） 

府中市 
生涯学習 

推進計画 

府中市公共施
設マネジメン
ト推進プラン 

府中市観光 

振興プラン 

府中市 

景観計画 

府中市 
環境基本計画 

府中市 

学校教育 
プラン 

府中市 

文化芸術推進 

計画 
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５．計画策定の体制 

 本計画の策定に際しては、新たに設置した府中市文化芸術推進計画検討協議会

において、計画の方向性や取組など、計画全般にわたり協議及び意見交換を行い、

作成した本計画の案について答申を受けました。本計画は、この答申に基づき策

定しています。 

 また、市民を対象とした「文化芸術に関するアンケート調査」を行い、市内で

活動する文化芸術団体や文化施設にヒアリング調査を実施しました。 

 

○府中市文化芸術推進計画検討協議会 

府中市文化芸術推進計画検討協議会は、学識経験者、市内芸術文化関係団体の

代表者及び公募市民による構成で設置しました。 

 

○文化芸術に関する市民調査 

市民の文化芸術に関する意識や行動について、現状把握や施策検討に活用す

るため、市内に在住する満 18 歳以上を対象にアンケート調査を実施しました。 

■調査概要 

調査対象 府中市在住の満 18歳以上の中から、3,000 人を無作為に抽出 

調査期間 令和 6年 12 月 2 日～令和 6年 12 月 23 日 

調査手法 郵送配布、郵送/ウェブ回収 

回収数・ 

回収率 
配布数 3,000 票、回収数 1,117 票、回収率 37.2％ 

内容 

文化財や伝統文化について、文化芸術に関する活動について、文化施設の

利用について、文化芸術に関する情報について、文化芸術に対する考えに

ついて、文化プログラムについてなど 

 

○文化・芸術に関する団体調査 

市内で活動する文化芸術団体や市内文化施設を対象に、文化芸術活動・事業を

行う上での現状と課題や今後の活動の方向性などについて、団体アンケート調

査を実施しました。 

■調査概要 

調査対象 府中市内で活動する文化芸術団体 100 団体 

調査期間 令和 6年 12 月 2 日～令和 6年 12 月 23 日 

調査手法 郵送配布、郵送/ウェブ回収 

回収数・ 

回収率 
配布数 100 票、回収数 77票、回収率 77.0％ 

内容 活動状況、府中市で事業・活動を行う上での課題、今後の方向性など 
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６．計画における文化芸術の範囲 

文化芸術は、文化芸術基本法に例示されている狭義の範囲にとどまらず、人間

の営みに関わるあらゆるものを含む、広がりのある概念です。それは、個々の人

が自分らしく生きるために必要な環境や価値を支えるものであり、社会の様々

な境界を超えていく力を持っています。 

このような文化芸術の力を活かし、誰一人取り残されることのない共生社会

の実現を目指すとともに、多様な背景や価値観を持つ人々が協働しながら、文化

芸術が育まれていくことを目指します。 

また、文化芸術は一過性のものではなく、継続性と発展性を備え、広く共有さ

れながら広がっていくものです。府中市では府中ならではの祭事や芸能等が継

承されています。また、子どもの時から郷土かるた等を学び、大人も郷土かるた

等に触れ、広く親しまれていています。府中ならではの地域文化を未来に向かっ

て受け継いでいくことが求められています。 

文化芸術を通じて、人と人、人と地域がつながり合い、共に未来を築いていく

ことが、私たち府中市の目指す文化芸術のあり方です。 
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第２章 府中市の文化的特徴 

１．充実した文化芸術環境 

市民が文化芸術に触れ、体験できる施設や環境が充実しています 

 府中市は、舞台芸術・美術・歴史など、優れた事業を行う文化施設を有してお

り、79.1％の市民が府中市を文化的なまちだと感じており、市内で文化的催しを

鑑賞している市民の割合が多くなっています。 

府中市の文化施設は鑑賞目的の利用が多くなっていますが、数多くの団体や

グループなどの市民の文化芸術活動の場としても広く利用されています。 

また、市では、「府中市民芸術文化祭」や「美術鑑賞教室」などを通じて、誰

もが参加できる鑑賞・体験の機会や、子どもたちの文化創造の場を充実させてい

ます。さらには、施設の老朽化対策として郷土の森博物館や府中の森芸術劇場の

改修工事を行うとともに、誰でも利用しやすい文化施設を目指した運営や、情報

発信の強化など、文化芸術を支える環境の整備にも取り組んでいます。 

なお、市民アンケート調査では、市民の文化芸術の鑑賞体験、市内の文化施設

の利用割合が前回調査に比べて少なくなっていますが、郷土の森博物館や府中

の森芸術劇場の改修工事による休館期間があったことが影響していると考えら

れます。 

  

市の取組 

①誰もが参加できる活動や体験、鑑賞活動の拡充（市民文化の日／府中市民芸術

文化祭） 

②子どもたちの文化創造体験の拡充（青少年音楽祭／美術鑑賞教室／演奏家によ

る音楽ワークショップ） 

③文化芸術に対する支援環境の整備（郷土の森博物館の管理運営／府中の森芸術

劇場の管理運営／各種情報媒体の活用） 

アンケート結果 
○文化芸術を体験することや行うことは大切だ
と思う人は 89.7％。 

○府中市を文化的なまちだと思う人は 79.1%。 
〇前回調査（H29）年に比べ、過去 1 年以内の文
化芸術イベントの鑑賞有無及び市内文化施設・
コミュニティ施設の利用割合が減少傾向 

府中市の文化施設等一覧 
○劇場・ホール等 
府中の森芸術劇場／府中市生涯学習センター／
府中市市民会館／府中市市民活動センタープラ

ッツ／各文化センター 
〇美術館・博物館 
府中市美術館／府中市郷土の森博物館／ふるさ
と府中歴史館１／国史跡武蔵府中熊野神社古墳
展示館／国史跡武蔵国府跡（国衙地区） 
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２．活発な文化芸術活動 

多様な文化芸術活動を通じて市民のつながりが生まれています。 

府中市には、文化芸術活動に取り組む個人やグループ、団体が多数存在してい

ます。2000 年以降に設立された比較的新しい団体も目立ち、月に 1 回以上継続

的に活動している団体も少なくありません。これらの活動を通じて、文化芸術分

野を支える担い手が着実に育ってきています。 

また、府中市美術館では、アートスタジオやワークショップなどが体験できる

ほか、「けやき音楽祭 JAZZ in FUCHU」など市民によるまちなかでの文化芸術活

動も活発に行われています。 

市では、伝統芸能や市民の文化芸術活動を担う人材の育成に取り組むととも

に、地域の芸術家を支援する施策も展開しています。また、文化資源を活かした

魅力発信や、学校・地域との連携による交流の場づくり、多文化共生の推進など、

多様な取組を進めています。 

一方で、長く活動してきた一部の文化芸術団体では、活動メンバーの高齢化な

どにより活動が縮小している現象もみられることから、新たな文化芸術の担い

手の裾野を広げていくことが求められています。 

  

市の取組 
①伝統芸能や市民の文化芸術活動の担い手育成（府中囃子伝承普及事業／武蔵
国府太鼓伝承普及事業／博物館ボランティア活動） 

②地域の芸術家に対する支援（公開制作／府中の森めばえコンサート） 
③文化資源を活用した府中の魅力発信（観光ガイドツアー／市民文化の日） 
④地域社会での連携及び交流機会の充実（学校協力事業／青少年対策地区委員
会育成事業活動／各文化センターコミュニティ圏域交流事業） 

⑤多文化共生の推進（多言語情報発信／友好都市との交流促進） 

アンケート結果 
○この 1年間で行った文化活動の中では、「祭

り・フェスティバルへの参加」、「美術・工
芸」、「ポピュラー音楽」が多く挙げられて
いる。 

○文化芸術を体験することや行うことが大切
だと思う市民は 89.5% 

○市内文化団体は 2000 年以降に設立された若
い団体も多く、月 1回以上、活動している。 

○市内文化団体のうち、他の団体・機関と連携

している団体は約 4割。 

府中市における主な文化活動団体数 

○府中市芸術文化協会加盟団体 31 団体（令

和 7年 3月現在／発足当時は 18団体） 

○社会教育関係団体（自主グループ）1,010 団

体（令和 6年 4月 30日現在） 

〇府中市市民活動センター「プラッツ」登録

団 460団体（令和 7年 8月 31日現在）など 

g現在）など 
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３．府中ならではの歴史・文化・景観 

府中市は歴史・自然・文化が融合した魅力的な景観がかたちづくられており、市

民はそうした歴史や文化財を誇りに思います。 

府中市には、多摩川や浅間山などの美しい自然環境に加え、今から 1,300年ほ

ど前の古代に武蔵国の国府が置かれていたことから、長い歴史と伝統があるま

ちです。大國魂神社、くらやみ祭を始めとする祭礼･催事、馬場大門のケヤキ並

木など、歴史的な風景についての市民の認知度は極めて高く、その他の数多くの

歴史文化遺産と共に市民に親しまれています。また、府中の森芸術劇場や府中市

美術館、郷土の森博物館など緑を活かした文化施設が整備されており、他にはな

い魅力的な景観が形成されています。 

 市では、文化財の保存・活用や地域文化の継承に取り組むとともに、歴史や自

然、文化が調和した景観の保全にも力を入れています。たとえば、武蔵国府跡の

保存・活動や、由来碑の整備などを通じて、府中らしい風景と文化を次世代へと

伝えています。 

 一方で、府中ならではの地域文化の認知度は、若い世代や居住年数の短い市民

では低くなっていることから、地域の文化資源の魅力を多様な方法で発信し、受

け継いでいくことが求められています。 

  

市の取組 

①文化財の保存・活用（文化財保存活用事業／埋蔵文化財保存活用事業／武蔵

国府跡保存活用事業） 

②地域文化の継承と活性化（由来碑管理／各文化センターコミュニティ圏域交

流事業） 

③歴史・自然・文化が一体化した魅力的な景観の保全とまちの形成（馬場大門

のケヤキ並木保護対策事業） 

アンケート結果 

○67.7%の市民が文化財や伝統文化に親しみ

を感じており、大國魂神社とくらやみ祭を

始めとする祭礼･催事、馬場大門のケヤキ並

木等、文化財への認知度は比較的高い。 

府中市に歴史的・景観的資源 

○大國魂神社とくらやみ祭を始めとする祭
礼･催事、馬場大門のケヤキ並木など、古代
以来の歴史文化遺産が数多く存在。四季を
彩る祭や行事などが豊富 

○長い歴史を背景とした大國魂神社の境内や

馬場大門のケヤキ並木などの歴史的な風景 

○府中の森芸術劇場や府中市美術館、郷土の

森博物館などの緑を活かした魅力的な景観 

○多摩川や浅間山などの美しい自然環境 
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第３章 計画の基本理念 

 

基本理念：多様性を尊重し合い、人と文化が響き合うまち 

多様な背景を持つ人々が出会い、対話を重ねることで、新たな文化芸術や創造

的な価値が生まれます。 

府中市では、文化芸術を通じて一人ひとりの個性が響き合い、それぞれの人生

が調和の中で彩られていくような地域の姿を大切にしています。 

まち全体が一つの舞台となり、誰もがその一員として、自分らしい音を奏でな

がら暮らしていけるような環境づくりを通して、地域の魅力と活力を育み、文化

芸術を介してつながり、互いに支え合える持続可能な未来を目指します。 

年齢、性別、国籍、障害の有無、価値観の違いを受けとめ合いながら、すべて

の人が安心して暮らせる、あたたかな地域社会を築いていきます。 

基本理念「多様性を尊重し合い、人と文化が響き合うまち」に基づき、市が大

切にする価値観は以下の 5点です。 

 

市民が見せる多
様な表情を大切
にします 

人は、あるときは社会の一員として、またあるときは家庭
の一員として、それぞれの立場や役割を柔軟に行き来しな
がら日々を生きています。こうした多様な状況にある一人
ひとりの生き方を尊重し、その時々の日常の姿に寄り添う
形で、文化芸術と出会い・関わる機会を開いていきます。 

困 難 な 状 況 で

も、文化芸術は
人をつなぎ、支
え合う力になり
ます 

文化芸術は疫病や自然災害が発生した場合でも、多くの人
の心を支え、つながりを生み、前を向くきっかけをつくっ

てきました。また、文化芸術は社会課題の解決に向けた対
話の場や気づきのきっかけともなり、持続可能な社会の実
現に向けた大切な手段でもあります。たとえ困難な状況に
あっても、人々に希望や勇気を与え、生きる力や心の支え
となるのが文化芸術です。 

みんなで文化芸
術が持つ創造性
を広げていきま
す 

文化芸術は人々の自由な発想や表現から生まれ、新たな価
値やつながりを生み出す力を持っています。その創造性を
育み、広げていくことで、地域の未来に多様な可能性を開
いていきます。 

文化芸術を通じ
て多様な主体が
積極的に関わり

合います 

文化芸術には、異なる価値観や背景を持つ人々をつなぎ、
互いを尊重し合いながら新たな価値を生み出す力がありま
す。だからこそ、文化芸術を通じて多様性と共に歩み、交わ
り、協働することが、より豊かで創造的な社会を築く原動

力になります。 

文 化 芸 術 の 力
で、幸福感を育
む社会を築いて
いきます 

文化芸術を鑑賞したり、創作や活動に関わったりすること
で、心が豊かになり、精神的な満足感や癒し、そして新たな
学びや発見が得られます。さらに、文化芸術活動は身体の
健康にも良い影響を与え、他者との交流を生むことで、社
会的なつながりも育まれます。こうした多面的な効果を通
じて、文化芸術は人々の暮らしをより充実させ、幸福感を
高める力となります。 
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計画の全体像 

 

 

 

 

  

【基本施策 １】ふれる 

 

誰もが気軽に身近なところ

で文化芸術に触れ、喜びと

感動を享受できるまちづく

り 

【基本施策 2】はぐくむ 

 

文化芸術の担い手育成とそ

れを支える環境をはぐくむ

まちづくり 

【基本施策 ４】つむぐ 

歴史と伝統により培われた

府中ならではの地域文化を

活用・継承し、新たな文化を

創造するまちづくり 

【基本施策 ３】つながる 

 

市内外から人々が集い、文

化芸術を通した交流により

幸福度が高まるまちづくり 

【めざす姿】 
すべての府中市民が、年齢・性別・国籍の違い、障害の
有無などにかかわらず、身近に文化芸術に触れ、主体
的に活動しています。また、文化活動を通じて、市民同
士の理解と絆が深まっています。 

【めざす姿】 
子どもたちが、幼い頃から多様な文化芸術に親しみ、
心豊かな人生の可能性をつかみ取っています。また、
今までにはぐくまれてきた伝統芸能や文化芸術が子ど
もたちに受け継がれるとともに、府中市ゆかりのアー
ティストが市内の様々な場で活躍し、市民と共に府中
市の文化芸術を創造・継承しています。 

【めざす姿】 
長い歴史の中で培われた歴史的文化遺産について市
民が学び、理解を深め、郷土を愛する心、誇りに思う心
が育っています。歴史や文化に改めて目を向けること
で、保存・継承と同時に、歴史的文化遺産を活用した新
たな試みが市民の中から創造されています。 

【めざす姿】 
府中市の文化財、文化施設及び文化イベントに、市内外
から多くの人が訪れ、府中の魅力が伝わっています。
様々な人との交流により、多様な文化芸術や価値観を
尊重し合い、自分らしく関わることができるまちになっ
ています。 

【施策の方向性】 
⚫ 誰もが参加できる活動や体験、鑑賞活動の拡充 
⚫ どこでも気軽に文化芸術に触れられる環境の拡充 
⚫ あらゆる市民に届く情報の収集・発信 

【施策の方向性】 
⚫ 子どもたちの文化創造体験の拡充 
⚫ 伝統芸能や市民の文化芸術活動の担い手育成 
⚫ 地域の芸術家に対する支援 

【施策の方向性】 
⚫ 文化財の保存・活用 
⚫ 地域文化の継承と活性化 
⚫ 府中ならではの地域文化を活用したにぎわいづく

り 

【施策の方向性】 
⚫ 文化資源を活用した府中の魅力発信 
⚫ 地域社会での連携及び交流機会の充実 
⚫ 多様性を尊重する共生社会の推進 
⚫  
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第４章 具体的な施策の展開 

 

基本施策１：ふれる 

 

 

めざす姿 

すべての府中市民が、年齢・性別・国籍の違い、障害の有無などにかかわらず、

身近に文化芸術に触れ、主体的に活動しています。また、文化芸術活動を通じて、

市民同士の理解と絆が深まっています。 

 

 

 

  

誰もが気軽に身近なところで文化芸術に触れ、 

喜びと感動を享受できるまちづくり 
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現状と課題 

府中市は、多摩地域において文化施設の整備が進んだ自治体の一つであり、市

内には府中の森芸術劇場や府中市美術館、府中市郷土の森博物館、図書館、各文

化財施設など、質の高い文化芸術に触れることができる場が数多く整備されて

います。これらの施設は、長年にわたり市民に親しまれ、文化芸術の鑑賞や学び、

活動の場として活用されてきました。 

しかし、市民・文化芸術団体アンケート調査においては、文化芸術を鑑賞した

市民は 57%、活動した市民は 35%と、いずれも前回調査と比べて減少しており、

特に鑑賞者の大幅な減少が課題となっています。この背景には、施設改修等の影

響に加え、「時間がない」「きっかけがない」といった生活スタイルや意識の変化

が関係していると考えられます。 

また、文化芸術に参加したくても環境的な制約から参加できない市民も少な

くなく、子育てや就労、日本語能力や心身の状態など、多様な事情を踏まえた取

組が一層求められています。こうした多様なニーズに対応するためには、文化施

設のバリアフリー5化や支援体制の強化が必要です。 

さらに、文化芸術に親しむ機会を幼少期から確保することが、将来の文化的な

土壌を育む上で重要であるという認識が広がっており、特に、学校教育や地域に

おける体験機会の充実は、学習指導要領にもその重要性が示されています。 

加えて、文化施設は鑑賞や活動の場にとどまらず、災害時の対応や地域の「サ

ードプレイス6」としての役割も期待されており、今後のあり方を多角的に見直

す必要があります。 

情報発信についても、依然として「広報ふちゅう」が主要な手段ではあるもの

の、特に若年層においては市ホームページや SNS の活用が進んでいます。今後

は、ライフステージや年代に応じた多様な情報伝達手段を組み合わせ、より効果

的な広報活動を行うことが課題です。 

このように、府中市における文化芸術の推進に当たっては、恵まれた環境を活

かしながらも、時代や社会の変化に応じた柔軟で包括的な施策の展開が求めら

れています。 

 

  

 
5 バリアフリー：バリアフリーの「バリア」とは、英語で障壁（かべ）という意味で、人々の移動時に障壁となってい

るバリアをなくす（フリーにする）こと 
6 サードプレイス：自宅、職場や学校以外の第三の居場所となる空間。 都市住民に必要不可欠な場であり、誰でも気軽

に通え、 精神的にも開放された空間 
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施策の方向性・主な事業（一覧） 

 

 

 

  

施策の方向性 取組内容 

 

誰もが参加できる活動

や体験、鑑賞活動 

の拡充 

・子どもから大人まで楽しめる機会の拡

充 

・年齢・性別・国籍・ライフスタイルの違

い、障害の有無などにとらわれない取組

の推進 

どこでも気軽に文化芸

術に触れられる環境の

拡充 

・文化活動を担う様々な主体や、文化芸

術を支える人が活動を行いやすい環境

の整備 

・時代に応じた既存施設の機能強化 

・文化施設以外のまちなかでの展開 

あらゆる市民に届く 

情報の収集・発信 

・必要な人に必要な情報が届くような情

報発信の実施（広報紙などの紙媒体・ホ

ームページ、ＳＮＳなどのウェブ媒体） 



- 15 - 

 

 

 

  
主要な事業 

事業名 事業内容 

府中の森芸術

劇場の管理運

営 

施設の使用許可、利用料金の徴収ほか維持管理運営に関する管理業務

を、指定管理者に委託し、安全で快適な施設管理を行います。 

郷土の森博物

館の管理運営 

施設の使用許可、利用料金の徴収、維持管理運営、郷土資料の収集・保

管・調査研究、及びそれらの成果を活かした普及事業の実施など、関連

業務を包括的に指定管理者に委託し、安全で快適な施設管理と、博物

館の資源を活用した効果的な事業展開を一元的に推進します。 

府中の森芸術

劇場出張コン

サート 

文化施設以外の場所でも気軽に音楽に触れ、親しむことができるよう、

出張コンサートを実施します。 

 

事業名 事業内容 

各情報媒体の

活用 

催し情報が広く市民に伝わるよう、広報紙、市及び各施設のホームペー

ジのほか、SNS、メール配信などの各種情報媒体を活用します。 

多言語情報発

信 

外国人住民にも分かりやすい情報提供のため、各課で作成する手続き

書類等の多言語翻訳を行います。 

友の会事業（府

中の森芸術劇

場） 

先行販売、割引販売等の会員管理とともに、インターネットやメールマガ

ジン等での公演情報の発信を行います。 

 

事業名 事業内容 

市民文化の日 

毎年 10 月第 2 日曜日を「市民文化の日」と定め、郷土の森博物館の入

場料及び府中市美術館の観覧料を無料とするほか、その他各文化施設

において各種イベントを実施します。 

府中市民芸術

文化祭 

府中市芸術文化協会加盟団体を中心として、毎年 9 月初旬から 11 月

下旬にかけて実施しています。市内で文化活動を行っている個人や団

体が参加でき、一般市民が参観できる様々な催しを行います。 

プロムナードコ

ンサート 

府中の森芸術劇場にてパイプオルガンを中心にした器楽等による室内

楽の演奏会を実施しています。公演は、乳幼児から参加できる午前の部

と、大人が気軽に楽しめる午後の部に分けて実施します。 

アートスタジオ 
子どもから大人まで幅広い年齢を対象に、美術への理解と関心を深め

ることを目的に作品制作を体験するワークショップを行います。 

【今後考えられる事業】障害の有無に関係なく参加・参画できる事業 
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基本施策２：はぐくむ  

 

 

めざす姿 

子どもたちが、幼い頃から多様な文化芸術に親しみ、心豊かな人生の可能性を

つかみ取っています。また、今までにはぐくまれてきた伝統芸能や文化芸術が子

どもたちに受け継がれるとともに、府中市ゆかりのアーティストが市内の様々

な場で活躍し、市民と共に府中市の文化芸術を創造・継承しています。 

 

 

 

 

 

  

文化芸術の担い手育成とそれを支える環境をはぐくむまちづくり 
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現状と課題 

府中市の文化芸術活動を将来にわたって継承・発展させていくためには、それを

支える担い手の育成と支援が不可欠です。特に、次世代の担い手である子どもたち

が、文化芸術に自然と親しみ、関心を深められるような環境づくりが重要です。 

現在、市内では様々な団体が子ども向けの事業を展開しており、府中の森芸術劇

場における「府中の森めばえコンサート」や、府中市美術館における地域ゆかりの

作家の作品の収集・展示など、若手や地域アーティストの育成・発信に資する取組

が継続されています。これらの取組を維持・拡充していくことが、将来の文化芸術

の担い手を育てる土壌として期待されます。 

一方で、市内の文化芸術団体は、2000年以降に設立された比較的新しい団体も多

く、月 1回以上の頻度で活発に活動している団体も少なくありませんが、構成員の

高齢化や減少、広報・PR の難しさなどが共通の課題として挙げられています。特

に、団員の拡大や活動内容の周知に課題を感じている団体が多く、外部との接点を

どのように広げていくかが今後の鍵となります。 

また、文化芸術を職業として行う市民は約 4%（約 10400人）、そして在住芸術家

として活動している市民は 1～2%程度（2600人～5200人）と推定されます。芸術家

からの支援のニーズは必ずしも高くはないものの、地域に根ざした文化芸術を担う

存在として、潜在的な支援の可能性を含んでいます。 

これらの状況を踏まえ、市内における担い手の裾野を広げるとともに、文化芸術

団体の持続可能な運営や活動の可視化・魅力発信に向けた支援体制の整備が求めら

れています。 
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施策の方向性・主な事業（一覧） 

 

 

 

  

施策の方向性 取組内容 

 

子どもたちの文化創造

体験の拡充 

・文化・芸術や地域の伝統文化に参加・学

習できる機会の拡充 

・子どものまわりの大人に対する協力・支

援 

・学校等と連携したアウトリーチ活動の拡

充 

伝統芸能や市民の文化

芸術活動の担い手育成 

・文化・芸術を担う様々な人材の掘り起こ

しと育成 

地域の芸術家に対する

支援 

・市内外の府中市ゆかりの芸術家の発

掘・育成、連携した事業の実施 
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主要な事業 

事業名 事業内容 

府中囃子伝承

普及事業 

演奏技術の伝承普及及び後継者の育成を図るため、府中囃子保存会に

府中囃子の演奏技術伝承事業を委託して実施します。 

武蔵国府太鼓

伝承普及事業 

演奏技術の伝承普及及び後継者の育成を図るため、武蔵国府太鼓連盟

に武蔵国府太鼓の講習会事業を委託して実施します。 

博物館ボラン

ティア活動 

博物館活動に関心のある市民にボランティアとして登録してもらい、

様々な分野での活動を通して学習意欲やコミュニティ力を高めるととも

に、各自の経験やスキルを活かした博物館活動を推進します。 

 

事業名 事業内容 

公開制作 

美術館常設の公開制作室で作家が作品を制作します。具体的な制作過

程を市民に公開し、作品の理解を深め、また、作家との交流機会を創出

します。 

府中の森めば

えコンサート 

将来有望な若手アーティストに演奏の機会を提供し、市民や地域の方々

と共に才能あるアーティストを支援します。 

 

事業名 事業内容 

青少年音楽祭 
市内で活動している青少年音楽団体を対象に参加を募り、２日間にわ

たり、合奏の部及び合唱の部に分け、日頃の練習の成果を発表します。 

美術鑑賞教室 

市立小中学校全校に対して、美術作品（絵画、彫刻など）の鑑賞機会を

設け、子どもたちの美術への関心を高め、豊かな感性や創造性を育む

とともに、鑑賞を通じて多様な表現を理解し尊重する姿勢を培います。 

演奏家による 

音楽ワークショ

ップ 

学校の授業の一環として、市内小中学校の体育館や音楽室等でプロの

アーティストによるテーマ性のある出張コンサートを行います。 

府中のまちクリ

エイターノート 

主に市立小学校６年生に対して、市内で活動している方（まちのクリエイ

ター）から活動内容や活動への想いを語る機会を設け、子どもたちを将

来の協働の担い手として育成します。 

【今後考えられる事業】 子どもに関わる大人への協力・支援事業 
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基本施策３：つながる 

 

 

めざす姿 

府中市の文化財、文化施設及び文化イベントに、市内外から多くの人が訪れ、

府中の魅力が伝わっています。様々な人との交流により、多様な文化芸術や価値

観を尊重し合い、自分らしく関わることができるまちになっています。 

 

 

  
  

市内外から人々が集い、文化芸術を通した交流により幸福が生まれるまちづく

り 

大國魂神社を参拝する、友好都市ウィ

ーン市ヘルナルス区からの派遣生 

友好都市ウィーン市ヘルナルス区からの

派遣生による市長訪問 
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現状と課題 

文化芸術の振興と観光振興との結び付きは、近年ますます強まっており、国の

動向としても、文化庁・スポーツ庁・観光庁による包括的連携協定の締結や、文

化財の地域・観光資源としての活用推進などが進められています。府中市におい

ても、大國魂神社とくらやみ祭を始めとする祭礼･催事、馬場大門のケヤキ並木

を始めとする文化資源をまちのシンボルとして活かし、市内外への魅力発信や

市民の文化的誇りの醸成を図る施策が求められています。 

市民アンケートの結果では、多くの市民が府中市を「文化的なまち」と捉えて

いる一方で、「そうは思わない」と回答した市民も一定数存在しており、その背

景には文化資源や文化事業に関する広報や説明が十分でないと感じていること

が挙げられます。文化芸術の魅力を市内外に伝えていくためには、分かりやすく

親しみやすい情報発信の工夫や、各文化資源の解説や紹介の充実、多言語対応の

強化などが求められます。 

また、文化芸術団体同士や施設、地域の機関との連携は一定程度見られるもの

の、企業や学校、近隣自治体との連携は依然として限られており、より多様な主

体と連携した文化芸術の展開が今後の課題となっています。とりわけ、文化施設

間の連携や世代・分野・領域を越えた協働の促進によって、文化芸術を通じた新

たなつながりや価値を創出していくことが期待されます。 

既に府中市では、地域コミュニティ活動の中核を担う文化センターにおいて、

地域の伝統文化や行事など、様々な文化的活動が盛んに行われています。今後も、

世代を超えた多様な人々の交流を更に深めていくことが重要です。 

また、今後の国際化や地域構成の変化を見据えると、多様な文化的背景を持つ

人々が安心して参加できる場づくりや、文化芸術を通じた交流の促進について

も、持続的な視点での検討が必要です。 

こうした現状を踏まえ、文化資源を「伝える」「つなげる」「ひろげる」観点か

ら再整理し、府中らしい文化芸術の魅力を最大限に活かした戦略的な文化発信

と連携体制の構築が求められています。 
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施策の方向性・主な事業（一覧） 

 

 

 

  

施策の方向性 取組内容 

 

文化資源を活用した府

中の魅力発信 
・多様な文化資源の魅力向上と活用 

地域社会での連携及び

交流機会の充実 

・企業や学校、近隣自治体などとの連携

促進 

・文化施設同士の連携の促進 

・多様な市民や分野がつながる仕組みづ

くりの検討 

多様性を尊重する共生

社会の推進 

・外国人住民・訪日外国人客との文化交

流 

・文化芸術を活かした社会的包摂の取組

の展開 



- 23 - 

 

 

 

  
主要な事業 

事業名 事業内容 

「府中市文化芸術推

進ネットワーク会議

（仮称）」の設置 

文化芸術政策を推進する各主体が交流、情報共有を行い、協働による

企画検討、実施につなげられるような新しい会議体として、「府中市文

化芸術推進ネットワーク会議（仮称）」の発足に取り組みます。 

学校協力事業 

郷土の森博物館と学校とが協力し、児童・生徒の総合学習、郷土学習、

体験学習等を支援するとともに、教員研修を行うほか、出前講座や資料

貸出しなど、博物館外での活動を行います。 

青少年対策地

区委員会育成

事業活動 

中学校単位で 11 地区ある青少年対策地区委員会が、ふれあいイベント

として、音楽会や作文発表会などを実施し、学校・地域・家庭との連携を

図りながら、文化に親しむことのできるよう環境づくりを行います。 

一般開放事業

（府中の森芸術

劇場） 

市民文化の日と同時開催で、美術館・学習センター・府中の森公園など

近隣の施設をはじめとした市内文化施設と連携した事業を実施します。 

 

事業名 事業内容 

友好都市との

交流促進 

市内在住の青少年を対象に、ウィーン市ヘルナルス区へのホームステイ

派遣及びヘルナルス区からの訪問団やホームステイ派遣生の受入れを

行います。 

外国人住民を

対象にした日

本語学習会 

市内在住・在勤の外国人を対象に、市民ボランティアによる日本語学習

支援を行います。 

【今後考えられる事業】 訪日外国人客との文化交流事業、文化芸術を活かした共生社会

の推進のための事業 

事業名 事業内容 

観光ガイドツア

ー 

観光ボランティアの会が主体となって、市内の観光資源を案内するツア

ーを開催します。 

国史跡武蔵府

中熊野神社古

墳まつり 

「市民文化の日」にあわせて、地元の古墳保存会と協働し、国史跡武蔵

府中熊野神社古墳及び古墳公園で古墳まつりを実施します。 

美術館コレクシ

ョンの保存・展

示・活用 

美術館は約２４００点の美術作品を所蔵している。それらを良好な状態

で保存しながら常設展示室で公開するほか、他への貸出しやグッズ展開

などで活用し、府中市の魅力発信の一助としていきます。 
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基本施策４：つむぐ 

 

 

めざす姿 

長い歴史の中で培われた歴史的文化遺産について市民が学び、理解を深める

ことで、府中に住むことへの愛着や誇りが育っています。歴史や文化に改めて目

を向けることで、保存・継承と同時に、歴史的文化遺産を活用した新たな試みが

市民の中から創造されています。 

 

 

 

  

歴史と伝統により培われた府中ならではの地域文化を活用・継承し、 

新たな文化を創造するまちづくり 
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現状と課題 

府中市は、かつて武蔵国の国府が置かれた歴史を有し、大國魂神社とくらやみ

祭を始めとする祭礼･催事、馬場大門のケヤキ並木など、数多くの歴史資源や伝

統文化が現在まで受け継がれてきました。これらは、大切に引き継ぐとともにま

ちづくりと連携して活用することで、まちの景観や季節の行事として市民の暮

らしに根ざし、本市の文化的な雰囲気をかたちづくる重要な要素となっていま

す。 

市民アンケートの結果からも、多くの市民が府中市を「文化的なまち」として

認識し、伝統行事や文化財に親しみを感じていることが分かります。こうした文

化的要素は、美術や音楽など現代的な文化芸術の催しと合わせて、市民の誇りと

なり、府中市の魅力を支える土台となっています。 

一方で、文化財や伝統文化への認知度は全体として前回調査からやや減少傾

向にあります。特に 30代以下の若い世代や在住年数の短い市民においては、府

中ならではの地域文化への関心が相対的に低くなっています。これにより、府中

を象徴する文化的な資源と新たに移り住んだ市民との間に、心理的な距離が生

じていることが課題として考えられます。 

こうした状況を踏まえると、歴史や伝統に親しむ機会を世代や居住年数にか

かわらず広く提供し、府中市ならではの文化的価値を知り、共感・継承していく

意識の醸成が求められます。また、地域の文化資源を多角的に活用し、その魅力

を多様な手法で発信していくことも、次世代への継承に向けて重要な視点とな

ります。 
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施策の方向性・主な事業（一覧） 

 

 

 

  

施策の方向性 取組内容 

文化財の保存・活用 

・文化財の保存、整備及び積極的な活用 

・学校と連携した子どもたちへの教育普

及 

地域文化の継承 

と活性化 

・伝統文化の担い手育成 

・新たに転入した市民や外国人住民への

普及・体験 

・文化資源のアーカイブ化の実施 

府中ならではの地域文

化を活用したにぎわい

づくり 

・美しい自然、歴史的景観の保全・整備に

よる文化的な景観の整備 

・文化芸術によるにぎわいの拡充 

・パブリックアートの活用 
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主要な事業 

事業名 事業内容 

新府中市史活用

事業 

本市の歴史文化を、歴史、自然、民俗、美術工芸の分野ごとにまとめた新府中市

史を通じて、広く市民に発信していきます。 

由来碑管理 
市民がふるさとの歴史や風土を理解する道しるべの一助となることを目的とし

て設置した由来碑の管理を行います。 

ふるさと府中歴

史展示室（仮称）

の運営事業 

令和 9 年 1 月開室予定の新庁舎はなれ「ふるさと府中歴史展示室（仮称）」にお

いて、本市の歴史や文化財の全体像を楽しく知ることのできる運営を目指しま

す。取組の一つとして、ＡＲを使った文化財解説ツールを活用し、時間や場所を

問わない周知を推進します。 

美術館コレクショ

ンのデータベー

ス整備・公開 

府中市美術館の所蔵品は、江戸時代後期から現代までの日本の絵画を中心に

約２４００点あり、府中・多摩ゆかりの美術家たちの作品も数多く含まれていま

す。作品情報は図版を含めてデータベースを整備し、いつでも美術品の情報に

アクセスできるようホームページで公開します。 

 
事業名 事業内容 

馬場大門のケヤ

キ並木保護対策

事業 

本市のシンボルである国天然記念物馬場大門のケヤキ並木を、将来に亘って文

化財としての価値を維持しながら、安全に引き継いでいくため、保護管理計画

に基づく保護管理を実施します。また、次世代木の育成においては、小・中・高連

携による「馬場大門のケヤキ並木保護更新プロジェクト」を推進していきます。 

郷土芸能普及事

業 

市内在住・在勤・在学の方を対象に、府中の郷土芸能である「武蔵国府太鼓」の

講習会を実施します。 

市内のパブリック

アートの保存・活用 

「彫刻のあるまちづくり」事業設置作品を中心とした市内のパブリックアート（彫刻作品）に

ついて適切な保存を図るとともに、それらを活用した事業を実施します。 

 

事業名 事業内容 

歴史文化財保

存・活用事業 

古墳保存会との協働による国史跡武蔵府中熊野神社古墳展示館の管理・運営

や都有形文化財内藤家住宅の保存・活用など、市内文化財の適切な維持・管理

や普及・啓発事業を行い、文化財の保存・活用を行います。 

埋蔵文化財保

存活用事業 

発掘調査を実施し、埋蔵文化財（遺跡）の記録・保存及び武蔵国府跡をはじめと

した本市の歴史の解明を行います。また、発掘調査で出土した遺物等の整理を

実施し、調査結果の整理・保存・活用・情報提供等を行います。 

武蔵国府跡保

存・活用事業 

本市の歴史を代表する国史跡武蔵国府跡を適切に保存し、活用していきます。

武蔵国府跡国司館地区第二期整備事業では、歴史的価値を高め広く発信する

とともに、駅前という立地を活かしたにぎわいと魅力ある空間を創出すること

を目的とし、保存・整備・活用を図ります。 

ふるさと府中の

郷土愛醸成事業 

市内の小中学校の道徳授業で、市有形文化財武蔵府中郷土かるたを題材とし

た授業を実施し、本市の長い歴史と伝統を子どもたちに学んでもらい、ふるさ

と府中の郷土愛の醸成につなげていきます。 
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第５章 計画の推進に向けて 

１．多様な主体と連携した推進体制（協働による取組） 

（１）推進体制 

府中市は平成２６年１０月に、市民と市が一体となった市民協働を推進していくことを

広く表明するため、「市民協働都市」とすることを宣言しました。 

文化芸術の分野においても、府中市ならではの文化芸術を保存・継続・創造していくため

には、市民の力はなくてはならないものです。 

文化芸術政策の推進には、市民、文化芸術団体、美術館、郷土の森博物館、府中の森芸術

劇場、公益財団法人府中文化振興財団（市の文化振興を目的に設立された団体。以下、「府

中文化振興財団」という。）、企業、学校、地域、寺社、行政など、文化芸術に関わる多種多

様な主体が更に交流・連携し、積極的に取り組んでいくことが非常に重要です。各主体が互

いの立場を尊重しあいながら、それぞれの役割と機能を発揮し、文化芸術の推進に取り組め

るような体制の構築に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進体制のイメージ 
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（２）各主体の役割 

文化芸術政策の推進に向けて、多様な主体がそれぞれの活動や役割を軸に、分野を超えて、

地域で交流し、共創することで、本市の文化芸術を育み、つなげていきます。 

①公的機関 

主体 役割・動き 

府中市 

文化振興、文化財、美術館などの文化芸術分野だけでなく、まちづくりや

教育、生涯学習、国際交流、福祉、観光など多種多様な分野が連携しなが

ら、計画の推進に取り組んでいきます。また、国や東京都、近隣自治体な

どと連携し、広域的な視点からも文化芸術施策の充実を図っていきます。 

府中文化 

振興財団 

府中文化振興財団は、「うるおい」と「ふれあい」のある地域文化の振興に

寄与することを目的に府中市が設立した法人です。施設の運営に取り組む

とともに、芸術文化振興、郷土資料公開普及など多彩な事業を展開してい

ます。また、情報発信や専門的人材の育成、地域に根ざしたネットワーク

を活かし、文化芸術団体や市民の活動支援、相談・マッチング等を通じた

アーツカウンシル7・機能の形成など、府中市と共に地域文化の更なる発展

に貢献することが期待されます。 

 

②活動主体・関係機関 

主体 期待される役割 

市民・芸術家・

文化芸術団体等 

文化芸術活動を行う市民・芸術家・文化芸術団体等は、地域の文化芸術活

動を担う重要な存在であり、その多様な活動を通じて市民の文化芸術への

関心を高めるとともに、市外へ本市の魅力を発信していくことが期待され

ます。多様な主体や分野とつながりながら、地域の中で文化芸術活動を展

開していくことにも可能性が広がります。 

市民活動団体等 

市民活動センター、文化センター等で活動する地域団体には、地域に根ざ

した活発な取組を通じてコミュニティの形成を支える役割があり、文化芸

術活動を取り入れることにより、地域住民の参加と交流の促進にもつなが

ることが期待されます。 

市内企業等 

地域の大企業や中小企業、個人事業者や寺社等の各種法人等は、自主的な

文化芸術活動を展開したり、市民や文化芸術団体の活動を支援したりする

ことで、地域の文化環境づくりに貢献することが期待されます。 

市内の大学・ 

高等学校等 

高等学校等の教育機関は、子どもたちが文化芸術にふれるきっかけを提供

し、楽しみながら創造性を育む場としての役割が期待されます。 

また、大学や研究機関は、市民が文化芸術を学ぶ機会を提供するとともに、

学生が地域の文化芸術活動に関わるきっかけづくりや、市・団体との連携

による地域貢献が期待されます。 

観光・まちづくり 

関連団体 

観光やまちづくりに関連する団体は、市や様々な主体と連携しながら、地

域活性化などの取組を通じて、文化芸術の魅力を内外に発信し、文化資源

やイベントと連動した地域づくりを進めていくことが期待されます。 

 
7 アーツカウンシル：文化芸術に関する公的助成機関のこと。専門家による審査や評価を行い、文化芸術団体や文化芸

術活動に対して助成を行うほか、文化芸術に関する調査研究なども実施する。 
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２．文化芸術施策の進捗管理 

府中市では、今まで市民とともに様々な文化芸術関連の事業を継続して行ってきました。

今後、更に府中市の文化芸術に磨きをかけていくために、本計画を効果的に推進していく必

要があります。施策・事業の進捗状況や成果を把握するため、施策・事業の内容について定

期的に確認・点検を行い、必要に応じて改善をしていくことが重要です。 

本計画を具体的な事業計画に反映させる Plan（計画）、それを専門的な知見をもって実施

していく Do（業務遂行）、実施結果を確認する Check（評価）、そして評価を基に計画を練り

直す Action（改善）のサイクルを確実に回していくことが必要となります。 

 

（１）「府中市文化芸術推進ネットワーク会議（仮称）」と連携した進捗管理 

文化芸術政策を推進する各主体が交流、情報共有を行い、協働による企画検討、実施につ

なげられるような新しい会議体として、「府中市文化芸術推進ネットワーク会議（仮称）」の

発足に取り組みます。 

この会議は文化芸術に関わる多種多様な主体が参加する開かれた場とし、各主体が行っ

ている活動内容や運営状況に加え、成功事例や取組の成果も互いに共有することで各主体

の連携・共創を促していきます。 

 また、市は、会議において隔年で各事業の実施状況や評価を報告し、既存事業の見直し

や新たな事業の検討に向けて会議の参加者から意見を募り、計画の戦略的な推進を図って

まいります。 

 

進捗管理のイメージ 

7 年度 8 年度 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 
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（２）進捗管理の参考とする数値指標 

①後期基本計画で定められた施策指標 

「第７次府中市総合計画後期基本計画」に定める施策指標について毎年度数値の状況を

確認し、進捗管理の参考とします。 

指標（単位） 基準値 目標

（R11） 

市民芸術文化祭の参加者数（人） 2,943 

（R6） 

3,950 

市民芸術文化祭の参観者数（人） 62,365 

（R6） 

64,000 

府中囃子及び武蔵国府太鼓の認知度（％） 67.5 

（R6） 

69 

府中の森芸術劇場３ホールの平均稼働率（％） 80.9 

（R5） 

83 

郷土の森博物館入場者数（人） 350,447 

（R4） 

370,000 

府中市美術館入場者数（人） 253,921 

（R4～6 平均） 

260,000 

（R9～11 平均） 

ふるさと府中歴史館展示コーナー入場者数（人） 90,764 91,000 

国史跡武蔵府中熊野神社古墳展示館入場者数（人） 6,924 8,000 

 

②基本施策別及び計画全体の指標 

基本施策別及び計画全体の指標及び目標値を下記の通り定め、進捗管理の参考とします。

「第７次府中市総合計画後期基本計画」に定める施策評価で定められた施策指標とあわせ

て、例えばロジックモデル等を活用しながら、アウトプット・アウトカム・インパクトの視

点を取り入れ、「府中市文化芸術推進ネットワーク会議（仮称）」を中心に進捗状況を評価・

管理していきます。 

基本施策 指標（単位） 

【基本施策・１】ふれる １年間のうちに文化芸術活動を行った市民の割合（現状

値 34.4％） 

【基本施策・２】はぐくむ 文化芸術関係のクラブ活動、習い事等をしている 18 歳

未満の子どもがいる市民の割合（％）【新設】 

【基本施策・３】つながる １年のうちに、文化芸術関連のイベント、シンポジウム

等を参観した市民の割合（％）【新設】 

【基本施策・４】つむぐ 文化財・伝統文化に親しみを感じる市民の割合（％）・（現

状値 67.7％） 

【計画全体】 市民の幸福度（10段階） 

文化芸術に触れることで、生活にうるおいが得られてい

ると感じる市民の割合（％）【新設】 
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資料編 

  



- 33 - 

１．府中市文化芸術推進計画検討協議会 委員名簿 

（区分別五十音順・敬称略） 

区 分 氏 名 所属 備考 

学識経験者 大平
おおひら

 洋介
ようすけ

 公益財団法人府中文化振興財団職員 副会長 

学識経験者 小野
お の

 一之
かずゆき

 府中市文化財保護審議会副会長  

学識経験者 小林
こばやし

 真理
ま り

 東京大学大学院人文社会系研究科教授 会長 

学識経験者 小林
こばやし

 瑞
みず

恵
え

 
社会福祉法人愛成会理事長 

（東京アートサポートセンターRights） 
 

芸術文化関係

団体等 新井
あらい

 有
あり

佐
さ

 
ＮＰＯ法人アーティスト・コレクティヴ・フチュ

ウ事務局長 
 

芸術文化関係

団体等 玉村
たまむら

 明日香
あ す か

 ＮＰＯ法人エンツリー職員  

芸術文化関係

団体等 中村
なかむら

 洋子
ようこ

 府中市芸術文化協会会長  

芸術文化関係

団体等 橋本
はしもと

 善八
よしや

 府中市美術館運営協議会会長  

公募市民 鹿島
かしま

 伸明
のぶあき

   

公募市民 澤井
さわい

 すみ子
こ
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２．府中市文化芸術推進計画検討協議会 規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年３月府中市条例

第１号）第９条の規定に基づき、府中市文化芸術推進計画検討協議会（以下「協議会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協議会の委員） 

第２条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験を有する者 ４人以内 

 (2) 芸術文化関係団体又は市民との協働を推進している団体の構成員 ４人以 

  内 

 (3) 公募による市民 ２人以内 

 （会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、 

 その職務を代理する。 

 （協議会の会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させて

意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

 （雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

   付 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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３．府中市文化芸術推進計画検討協議会 開催経過 

回 開催日 審議内容 

第１回 令和６年１２月１３日（金） 
フリーディスカッション（（テーマ：府中市

の文化芸術の現状） 

第２回 令和７年２月１７日（月） 市民、団体アンケート調査結果報告 

第３回 令和７年３月２１日（金） 骨子案の検討 

第４回 令和７年５月１６日（金） 骨子案の決定 

第５回 令和７年７月２日（水） 素案の検討 

第６回 令和７年８月５日（火） 素案の検討 

第７回 令和７年９月１７日（水） 素案の検討 

第８回 令和７年１０月１４日（火） 答申について 
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４．文化・芸術に関するアンケート調査結果 

 


